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習志野市教育委員会教育長 小熊 隆 

 

千葉県教育委員会議（３月１８日）における習志野市教職員の懲戒処分について、下記の通り御報

告いたします。 

 

記 

 

Ⅰ 学校名 習志野市立第二中学校（生徒数 ６６８名 令和元年５月１日現在） 

Ⅱ 事故内容 職員による公金の着服及び校長の管理責任に関する懲戒処分 

Ⅲ 概要 

１（１） 被処分者 教諭 辰野 翼（２８歳） 

（２） 所   属 習志野市立第二中学校 

（３） 処分内容 免職 

（４） 事故の概要 当該教諭は、平成２８年１２月頃から令和元年９月上旬までの間、学年室及び

職員室のロッカーに保管されていた、顧問をする部活動の生徒から集金した

ユニフォーム代等、後援会等から渡された部活動援助費及び習志野市教育

研究会算数数学部会予算の一部の計６４０，０００円を着服した。 

             このことは、令和２年２月１４日（金）午後１時２５分頃、県教育委員会に、教

諭が着服をしているとの匿名の電話が入り、同１７日（月）午後７時頃、校長が

教諭に対し、事情を確認したところ、事実を概ね認めたことから発覚した。 

（５） 法的根拠   地方公務員法第３３条（信用失墜行為の禁止）違反 

（６） 適用条項   地方公務員法第２９条第１項第１号及び第３号 

２（１） 被処分者   男性校長 （５８歳） 

（２） 所   属   習志野市立第二中学校 

（３） 処分内容   減給 ６月（給料の１０分の１） 

（４） 事故の概要 当該校長は、校長として校務を掌握し、所属職員を監督すべきところ、平成２８

年１２月頃から令和元年９月上旬までの間、校内において複数回発生した、所

属職員による学校徴収金等の着服事故を防ぐことができなかった。 
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また、所属職員による着服の事実の一部を把握したにも関わらず、速やかに

当該市教育委員会へ報告しなかった。 

（５） 法的根拠   地方公務員法第３２条（法令及び上司の職務上の命令に従う義務）違反 

地方公務員法第３３条（信用失墜行為の禁止）違反 

（６） 適用条項   地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

Ⅳ 事故事由   

職員の公金の着服に関する職員の懲戒処分。 

公金の着服に対しての初期対応及び再発防止策に関して課題が多くあり、防ぐことができなかっ

たことに関する校長の管理責任。 

Ⅴ コメント    

習志野市教育委員会としては、児童生徒に範を示すべき教諭がこのような事態を起こしたこと、

また、学校の管理体制の中で防ぐことができなかったことに対して、深くお詫び申し上げます。今後は、

信頼回復に努めるとともに、教職員一人ひとりが行動基準を今一度見直すよう、服務規律を徹底し

てまいります。 

 

 

 

 

問い合わせ先 

習志野市教育委員会学校教育課 

課長 本間 千佳子 

℡ ０４７－４５１－１１３３（学校教育課直通） 

 


